
ガソリンスタンドの下の大きな設備 

 ガソリンスタンドの地下には、燃料を貯

蔵する巨大な「地下タンク」が埋設されて

います。安全確保のためコンクリート基礎

で固定され、周囲には漏洩を防ぐ砂が詰め

られています。この「地下タンク」は、地上

にある給油設備と油管を通じて繋がってお

り、燃料を供給する仕事の一端を担ってい

ます。意外にも、この「地下タンク」が税務

の話題に取り上げられることがあります。 

タンクは「機械及び装置」か「構築物」か？ 

 ある法人がガソリンスタンドとして事業

を行うため、土地に定着した設備（コンク

リート路面や油溝・集水桝・油分離層等）の

工事を行い、その上に給油設備を整備した

ことについて、これらを一体として「機械

及び装置」として取扱ってよいか争った裁

判がありました。 

「機械及び装置」に該当すると、「その他

の小売業設備」「ガソリン・液化石油ガスス

タンド設備」として法定耐用年数 8 年とな

り、特別償却の対象となる余地があります。 

複合資産の場合の「通常１単位」とは？ 

この裁判では、複合的な資産が減価償却

資産として「機械及び装置」に該当するか

どうかは、その資産の構造や素材等に照ら

し、次のような単位に分解して判断すべき

としています。 

・独立して修理、更新が可能な単位 

・独立した効用を果たすとされる単位 

 裁判所は、給油設備とタンクは、個別に

修理、更新が可能である上、タンクには「油

を貯留する」という独立した効用があると

して、地下タンクは「構築物」（「水そう及び

油そう」）に該当すると判断しました。 

消防法に基づく改修は全額修繕費に 

 また、ガソリンスタンドの地下タンクに

は、消防法に基づく厳格な点検・修理（改修）

義務があります。現在の消防法では、設置

から 40 年以上経過し老朽化した地下タン

クには、「腐食防止工事」又は「更新（新品

への交換）」が義務付けられています。 

国税庁の質疑応答事例では、①改修しな

ければ、消防署から行政処分が下されるこ

と、②事故が発生した場合、多額の土壌汚

染対策費や損害賠償が発生するリスクがあ

ることから、「原状回復」や「通常の維持管

理」の範囲内であるとして、「修繕費」に該

当すると説明しています（更新〔新品への

交換〕は資産の取得となります）。 
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「見えない設備」の税務判断 

ガソリンスタンドの「地下タンク」 

地下タンクの 

「40 年問題」。 

本当に頭が痛い！ 
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